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2.2．事務所 2 への適用事例

2.2.1．事務所 2 の概要

　本節では、「建築研究資料 No.149」† の「第 3 編　設備仕様入力シートの作成事例」で用い

られている事務所建物（これを「事務所 2」とする。）を対象に、主要室入力法を適用して一次

エネルギー消費量を算定した事例を示す。

　事務所 2 の建物概要を表 2.2-1 に、設備概要を表 2.2-2 に示す。建物の平面図・立面図等

については、前述の「建築研究資料 No.149」の「第 3 編　設備仕様入力シートの作成事例」

を参照のこと。

表 2.2-1　建物の概要（事務所 2）
用途 事務所（本社社屋）
場所 東京都千代田区（6 地域）
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造
敷地面積 5,000㎡
階数 地下 1 階、地上 9 階、塔屋 1 階
建築面積 1,500㎡
延床面積 10,000㎡

各階の主要室

9 階　食堂・厨房
2 階〜 8 階　事務室
1 階　事務室、エントランスホール
地階　機械室、中央監視室

表 2.2-2　設備の概要（事務所 2）

空調設備
・中央熱源方式：空冷ヒートポンプユニット
・個別分散方式：ビル用マルチエアコン（電気式）

換気設備
・給気送風機
・排気送風機

照明設備
・初期照度補正制御
・昼光連動調光制御（自然採光有、ブライド自動制御無）
・タイムスケジュール制御

給湯設備
・ヒートポンプ式給湯機
・電気温水器

†　国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所「国土技術政策総合研究資料 No. 762　建築研
究資料 No. 149　平成 25 年省エネルギー基準（平成 25 年 1 月公布）等 関係技術資料　– 一次エネルギー消費
量算定プログラム解説（非住宅建築物編）−」
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2.2.2．事務所 2 の主要室の選定

　主要室の選定は、設備毎に行う。各設備について、この事例での主要室の選定手順を示す。

（1）．空気調和設備における主要室の選定

　主要室選定条件に基づき、主要室と非主要室に分類した。具体的には次の手順で主要室の選

定を行った。

1）計算対象建物の空調計算対象室を明らかにする。

2）空調計算対象室のうち、主要室選定条件 a）〜 c）に該当する室を主要室とする。

　　基準階（5 階）、地下 1 階、1 階のそれぞれについて主要室を次のように選定した。

■基準階（5 階）

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　室用途が「事務室」である室を主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　主要室選定条件 a）で主要室とした室以外で床面積が 100㎡以上の空調計算対象室は存在

しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「5F EV ホール（室用途は「廊下」）」は空調計算対象室であり、「図面 - 空 -5　空調設備　

機器リスト（4）」、「図面 - 空 -16　空調設備　配管系統図」より事務室系統と同一の空調

系統であるため、主要室とした。

■地下 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　地下 1 階の空調計算対象室は「中央監視室」、「清掃員控室（室用途は「更衣室又は倉庫」）」、

「書庫（室用途は「更衣室又は倉庫」）」「更衣室（室用途は「更衣室又は倉庫」）」であるが、

いずれの室も当該条件に該当しなかった。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「中央監視室」、「清掃員控室」、「書庫」、「更衣室」の床面積は「図面 - 意 -1　意匠図　地下

1 階平面図」よりそれぞれ 85.0㎡、22.4㎡、21.1㎡、12.00㎡であり、100㎡未満で

あるため当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「清掃員控室」、「更衣室」は、「図面 - 空 -5　空調設備　機器リスト（4）」、「図面 - 空 -16

　空調設備　配管系統図」より、主要室である基準階事務室と同一の空調系統であるため、

主要室とした。
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■ 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　基準階（5 階）と同様に、室用途が「事務室」である室を主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「エントランスホール（室用途は「ロビー」）」の床面積は、「図面 - 意 -2　意匠図　地下 1

階平面図」より 201.6㎡であり、100㎡以上であることから主要室とした。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「1F EV ホール（室用途は「廊下」）」は、「図面 - 空 -5　空調設備　機器リスト（4）」、「図

面 - 空 -16　空調設備　配管系統図」より主要室である事務室と同一の空調系統であるため、

主要室とした。

3）主要室の合計床面積が、空調計算対象室の合計床面積の 50% 以上であることを確認する。

　　主要室の建物全体の合計床面積（6077.0）㎡は、空調計算対象室の建物全体の合計床面

積（6183.1㎡）の約 98% を占めており、過半の床面積を主要室としていることを確認

した。

4）主要室以外の空調計算対象室を非主要室とする。

■基準階（5 階）

　・基準階の空調計算対象室はすべて主要室としたため、非主要室は存在しなかった。

■地下 1 階

　・「中央監視室」、「書庫（室用途は「更衣室又は倉庫」）」は空調計算対象室であるが、「図面 -

意 -1　意匠図　地下 1 階平面図」より求めた床面積が 100㎡未満であること、「図面 - 空

-4　空調設備　機器リスト（3）」、「図面 - 空 -16　空調設備　配管系統図」よりパッケー

ジ型空調機で室負荷と外気負荷を処理しており事務室等の空調系統とは同一空調系統でな

いことから非主要室とし、両室をまとめて「非主要室区画 _ 空調」とした。

■ 1 階

　・1 階の空調計算対象室すべて主要室としたため、非主要室は存在しなかった。



55

（2）．機械換気設備における主要室の選定

　主要室選定条件に基づき、主要室と非主要室に分類した。具体的には次の手順で主要室の選

定を行った。

1）計算対象建物の換気計算対象室を明らかにする。

2）換気計算対象室のうち、主要室選定条件 a）〜 c）に該当する室を主要室とする。

　　 基準階（5 階）、地下 1 階、1 階、9 階、塔屋階のそれぞれについて主要室を次のように選

定した。

■基準階（5 階）

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　基準階の換気計算対象室は「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉

庫」であるが、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 意 -4　意匠図　3 〜 8 階平面図」より、「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯

沸コーナー」、「倉庫」の床面積を算出した結果、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉庫」の排気は、「図面 - 空

-9　空調設備　ダクト系統図」より個別の送風機で行われる。当該条件に該当する室は存

在しなかった。

■地下 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「電気室」、「MDF 室（室用途は「電気室」）」、「機械室」、「受水槽室（室用途は「機械室」）」、

「消火ポンプ室（室用途は「機械室」）」は、当該条件に該当するため主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　主要室選定条件 a）に該当しない換気計算対象室「倉庫 1」〜「倉庫 3」、「便所」、「シャ

ワー室（室用途は「湯沸室等」）」、「湯沸コーナー（室用途は「湯沸室等」）」について、「図

面 - 意 -1　意匠図　地下 1 階平面図」より床面積を算出した結果、当該条件に該当する室

は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　主要室選定条件 a）、b）に該当しない換気計算対象室「倉庫 1」〜「倉庫 3」、「便所」、「シ

ャワー室」、「湯沸コーナー」の排気は、「図面 - 空 -9　空調設備　ダクト系統図」より個別

の送風機により行われる。当該条件に該当する室は存在しなかった。
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■ 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　1 階の換気計算対象室は「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉庫」

であるが、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 意 -2　意匠図　1 階平面図」より、「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯

沸コーナー」、「倉庫」の床面積を算出した結果、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉庫」の排気は、「「図面 - 空

-9　空調設備　ダクト系統図」より個別の送風機で行われる。当該条件に該当する室は存

在しなかった。

■ 9 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「厨房」は当該条件に該当するため主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　主要室選定条件 a）に該当する室以外の換気計算対象室は「男子便所」「女子便所」「多目

的便所」「湯沸コーナー」「倉庫」であるが、「図面 - 意 -5　意匠図　9 階平面図」よりそれ

ぞれの室の床面積を算出した結果、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「図面 - 空 -14　空調設備　9 階ダクト平面図」より、主要室選定条件 a）、b）の条件によ

り主要室とした室と同一換気設備系統の室は存在しなかった。

■塔屋階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「EV 機械室（室用途は「電気室」）」、「非常用 EV 機械室（室用途は「電気室」）」は、当該

条件に該当するため主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　主要室選定条件 a）に該当する室以外で、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「図面 - 空 -15　空調設備　塔屋階ダクト平面図」より、主要室選定条件 a）、b）により主

要室とした室と同一換気設備系統の室は存在しなかった。

3）主要室の合計床面積が、換気計算対象室の合計床面積の 50% 以上であることを確認する。

　　 選定した主要室の建物全体の合計床面積（583㎡）は、建物全体の換気計算対象室の合計

床面積（1127.7㎡）の約 51.7% であり、おおよそ過半の条件を満たしていることを確

認した。
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4）主要室以外の換気計算対象室を非主要室とする。

■基準階（5 階）

　・「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉庫」は主要室選定条件に該

当しない。各階においてこれらの室をまとめて「非主要室区画 _ 換気」とした。

■地下 1 階

　・換気計算対象室である「倉庫 1」〜「倉庫 3」、「便所」、「シャワー室」、「湯沸コーナー」

は主要室選定条件に該当しない。これらの室をまとめて「非主要室区画 _ 換気」とした。

■ 1 階

　・換気対象計算室である「男子便所」、「女子便所」「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉庫」

は主要室選定条件に該当しない。各階においてこれらの室をまとめて「非主要室区画 _ 換気」

とした。

■ 9 階

　・換気対象計算室である「男子便所」、「女子便所」、「多目的便所」、「湯沸コーナー」、「倉庫」は、

主要室選定条件に該当しない。各階においてこれらの室をまとめて「非主要室区画 _ 換気」

とした。

■塔屋階

　・塔屋階の換気計算対象室はすべて主要室としたため、非主要室は存在しなかった。
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（3）．照明設備における主要室の選定

　主要室選定条件に基づき、主要室と非主要室に分類した。具体的には次の手順で主要室の選

定を行った。

1）計算対象建物の照明計算対象室を明らかにする。

2）照明設備の計算対象室のうち、主要室選定条件 a）〜 c）に該当する室を主要室とする。

　　基準階（5 階）、地下 1 階、1 階、9 階のそれぞれについて主要室を選定した。

■基準階（5 階）

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　室用途が「事務室」である室を主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 照 -5　電気設備　3 〜 8 階照明設備平面図」より、主要室選定条件 a）で主要室

とした室以外で当該条件に該当する照明計算対象室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「図面 - 照 -5　電気設備　3 〜 8 階照明設備平面図」より、主要室選定条件 a）で主要室

とした室と同一系統となる照明計算対象室は存在しなかった。

■地下 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「図面 - 照 -2　電気設備　地下 1 階照明設備平面図」より、当該条件に該当する室は存在

しなかった。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 照 -2　電気設備　地下 1 階照明設備平面図」より、「機械室」の床面積は約 196

㎡と当該条件に該当するため、「機械室」を主要室とした。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「図面 - 照 -2　電気設備　地下 1 階照明設備平面図」より、主要室選定条件 a）、b）に該

当した室と同一系統の室は存在しなかった。

■ 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「図面 - 照 -3　電気設備　1 階照明設備平面図」より、室用途が「事務室」である室を主要

室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 照 -3　電気設備　1 階照明設備平面図」より、「エントランスホール」の床面積は

201㎡であり、「エントランスホール」は主要室とした。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：
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　　「図面 - 照 -3　電気設備　1 階照明設備平面図」より、主要室選定条件 a）、b）に該当した

室と同一系統の室は存在しなかった。

■ 9 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「図面 - 照 -6　電気設備　9 階照明設備平面図」より、当該条件に該当する室は存在しなか

った。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 照 -6　電気設備　9 階照明設備平面図」より、「9F 食堂（室用途は「社員食堂」）」、

「厨房」の床面積は、それぞれ 520.4㎡、102.6㎡であり、当該条件に該当するため主要

室とした。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「図面 - 照 -6　電気設備　9 階照明設備平面図」より、主要室選定条件 a）、b）に該当した

室と同一系統の室は存在しなかった。

3）主要室の合計床面積が、照明計算対象室の合計床面積の 50% 以上であることを確認する

　　 選定した主要室の建物全体の合計床面積（6004.4㎡）は、建物全体の照明計算対象室の

合計床面積（9466.1㎡）の約 63% であり、おおよそ過半の条件を満たしていることを

確認した。

4）主要室以外の照明計算対象室を非主要室とする。

■基準階（5 階）

　・「図面 - 照 -5　電気設備　3 〜 8 階照明設備平面図」より、主要室選定条件 a）〜 c）に該

当しない照明計算対象室を、階毎にまとめて「非主要室 _ 照明」とした。

■地下 1 階

　・主要室選定条件 a）〜 c）に該当しない照明計算対象室をまとめて「非主要室区画 _ 照明」

とした。

■ 1 階

　・主要室選定条件 a）〜 c）に該当しない照明計算対象室をまとめて「非主要室区画 _ 照明」

とした。

■ 9 階

　・主要室選定条件 a）〜 c）に該当しない照明計算対象室をまとめて「非主要室区画 _ 照明」

とした。
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（4）．給湯設備における主要室の選定

　主要室選定条件に基づき、主要室と非主要室に分類した。具体的には次の手順で主要室の選

定を行った。

1）計算対象建物の給湯計算対象室を明らかにする。

2）給湯計算対象室のうち、主要室選定条件 a）〜 c）に該当する室を主要室とする。

　　基準階（5 階）、地下 1 階、1 階、9 階のそれぞれについて主要室を次のように選定した。

■基準階（5 階）

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　給湯計算対象室で主要室とする室用途は「喫茶室」、「社員食堂」、「更衣室又は倉庫」である。

基準階でこれらの室用途に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 衛 -2　衛生設備　配管系統図」、「図面 - 衛 -3　衛生設備　給湯配管系統図」及び「図

面 - 意 -4　意匠図　3 〜 8 階平面図」より、「5F 事務室 I-N」、「5F 事務室 I-S」、「5F 事

務所 P-N」、「5F 事務所 P-S」は当該条件に該当するため、主要室とした。なお、これら

主要室の在室者が使用する給湯栓の設置場所は、「図面 - 衛 -3　衛生設備　給湯配管系統図」

より、「男子便所」、「女子便所」、「湯沸室」である。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　主要室選定条件 a）、b）に該当した室と同一系統の室は存在しなかった。

■地下 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「図面 - 意 -1　意匠図　地下 1 階平面図」、「図面 - 衛 -1　衛生設備　機器リスト」より、

給湯計算対象室である「清掃員控室（室用途は「更衣室又は倉庫」）」は、当該条件に該当

するので主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　主要室選定条件 a）に該当する室以外の給湯計算対象室は「中央監視室」であるが、「中央

監視室」の床面積は「図面 - 意 -1　意匠図　地下 1 階平面図」より 85㎡となり、当該条

件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　主要室選定条件 a）で主要室とした「清掃員控室」の在室者が使用する給湯栓は、「中央監

視室」の在室者も使うものである。したがって、「中央監視室」も主要室とした。

■ 1 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　当該条件に該当する室はなかった。
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　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　「図面 - 意 -2　意匠図　1 階平面図」より、「5F 事務室 I-N」「5F 事務室 I-S」、「5F 事務

所 P-N」、「5F 事務所 P-S」「エントランスホール（室用途は「ロビー」）」は当該条件に該

当するため主要室とした。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「警備員室（室用途は「事務室」）」は給湯計算対象室であり、「警備員室」の在室者が使用

する給湯栓は、事務室の在室者が使用する給湯栓の設置場所「男子便所」、「女子便所」、「湯

沸コーナー」と同じであるため、「警備員室」は主要室とした。

■ 9 階

　・主要室選定条件 a）室用途の条件：

　　「9F 食堂（室用途は「更衣室又は倉庫」）」は、当該条件に該当するため主要室とした。

　・主要室選定条件 b）床面積の条件：

　　9 階の給湯計算対象室で、当該条件に該当する室は存在しなかった。

　・主要室選定条件 c）設備系統の条件：

　　「図面 - 意 -5　意匠図　9 階平面図」、「図面 - 衛 -1　衛生設備　機器リスト」〜「図面 - 衛

-4　衛生設備　厨房給湯配管詳細図・厨房機器表」より、主要室選定条件 a）、b）に該当

する室以外で、当該条件に該当する室は存在しなかった。

3）主要室の合計床面積が、給湯計算対象室の合計床面積の 50% 以上であることを確認する。

　　 選定した主要室の建物全体の合計床面積（5813.4㎡）は、建物全体の給湯計算対象室の

合計床面積（5813.4㎡）の 100% であり、おおよそ過半の条件を満たしていることを確

認した。

4）主要室以外の給湯計算対象室を非主要室とする。

　　事務所 2 については、全ての給湯計算対象室を主要室としたため、非主要室はなかった。
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2.2.3．事務所 2 の共通条件の入力シート

　主要室入力法による「様式 1.（共通条件）『室仕様入力シート』」の入力例を図 2.2-1 に示す。

　・主要室については、標準入力法と同様に、室面積や階高等を入力した。⑥の各設備計算対

象室であることを記す列には「■」を入力した。

　・非主要室については、いくつかの非主要室を階毎に 1 つの区画として纏め、「①室名」には「非

主要区画 _（設備名）」と入力した。「②建物用途」は当該建物の建物用途を入力し、「②室用途」

には「非主要室」と入力した。「③室面積」は非主要室区画の合計面積を入力する。「④階高」、

「⑤天井高」は、非主要室とした室の階高と天井高を入力する。⑥の各設備計算対象室であ

ることを記す列には、非主要区画であることを表す記号（この例では「△」とした）を入

力した。なお、入力する記号は「△」以外でも問題はないが、非主要室であることが容易

に判別できるように、主要室とは別の記号を入力することを推奨する。
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（■：主要室、△：非主要室区画）　　

図 2.2-1　主要室入力法による「様式 1.（共通条件）『室仕様入力シート』」の入力例
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（■：主要室、△：非主要室区画）　　

図 2.2-1　主要室入力法による「様式 1.（共通条件）『室仕様入力シート』」の入力例（続き）
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（■：主要室、△：非主要室区画）　　

図 2.2-1　主要室入力法による「様式 1.（共通条件）『室仕様入力シート』」の入力例（続き）
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2.2.4．事務所 2 の空調設備の入力シート

（1）．「様式 2–1.（空調）空調ゾーン入力シート」

　主要室入力法による「様式 2–1.（空調）『空調ゾーン入力シート』」の入力例を図 2.2-2 に示す。

　・主要室については、標準入力法と同様に入力した。

　・非主要室については、「①階」〜「①天井高」までは図 2.2-1 の各階の「非主要室区画 _ 空調」

を転記し、「空調ゾーン　②階」〜「空調機群名称　④外気負荷処理」は空欄とした。
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図 2.2-2　主要室入力法による「様式 2–1.（空調）『空調ゾーン入力シート』」の入力例
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図 2.2-2　主要室入力法による「様式 2–1.（空調）『空調ゾーン入力シート』」の入力例（続き）

（2）．「様式 2–2.（空調）外皮構成シートシート」

　主要室入力法による「様式 2–2.（空調）『外皮構成シート』」は、標準入力法によるものと同

じである。入力例は省略する。

（3）．「様式 2–3.（空調）窓仕様入力シート」

　主要室入力法による「様式 2–3.（空調）『窓仕様入力シート』」は、標準入力法によるものと

同じである。入力例は省略する。

（4）．「様式 2–4.（空調）外皮仕様入力シート」

　主要室入力法による「様式 2–4.（空調）『外皮仕様入力シート』」を図 2.2-3 に示す。主要

室入力法の場合、本シートに入力するのは主要室に係る外皮のみで、非主要室区画に係る外皮

は入力する必要はない。事務所 2 の場合は、図 2.2-2「様式 2–1.（空調）『空調ゾーン入力シ

ート』」において主要室とした室に係る外皮仕様のみを入力し、非主要室である「B1F 中央監

視室」と「1F 警備員室」の外皮仕様は入力しなかった。
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図 2.2-3　主要室入力法による「様式 2–4.（空調）『外皮仕様入力シート』」の入力例
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図 2.2-3　主要室入力法による「様式 2–4.（空調）『外皮仕様入力シート』」の入力例（続き）
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（5）．「様式 2–5.（空調）熱源入力シート」

　主要室入力法による「様式 2–5.（空調）『熱源入力シート』」の入力例を図 2.2-4 に示す。

主要室入力法では、主要室に係る熱源群を標準入力法と同様に入力した。

図 2.2-4　主要室入力法による「様式 2–5.（空調）『熱源入力シート』」の入力例
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（6）．「様式 2–6.（空調）二次ポンプ入力シート」

　主要室入力法による「様式 2–6.（空調）『二次ポンプ入力シート』」の入力例を図 2.2-5 に示す。

事務所 2 では、主要室の熱源機に二次ポンプ群が接続されているため、標準入力法と同様に二

次ポンプ群の仕様を入力した。

図 2.2-5　主要室入力法による「様式 2–6.（空調）『二次ポンプ入力シート』」の入力例
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（7）．「様式 2–7.（空調）空調機入力シート」

　主要室入力法による「様式 2–7.（空調）『空調機入力シート』」の入力例を図 2.2-6 に示す。

主要室の空調機については標準入力法と同様に入力し、非主要室区画については空調機の仕様

を入力する必要はない。
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図 2.2-6　主要室入力法による「様式 2–7.（空調）『空調機入力シート』」の入力例
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図 2.2-6　主要室入力法による「様式 2–7.（空調）『空調機入力シート』」の入力例（続き）
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図 2.2-6　主要室入力法による「様式 2–7.（空調）『空調機入力シート』」の入力例（続き）
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図 2.2-6　主要室入力法による「様式 2–7.（空調）『空調機入力シート』」の入力例（続き）
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2.2.5．事務所 2 の換気設備の入力シート

（1）．「様式 3–1.（換気）換気対象室入力シート」

　主要室入力法による「様式 3–1.（換気）『換気対象室入力シート』」の入力例を図 2.2-7 に示す。

　・主要室については、標準入力法と同様に入力した。

　・非主要室については、「①階」〜「①室面積」は図 2.2-1「様式 1.（共通条件）『室仕様入

力シート』」の各階の「非主要室区画 _ 換気」を転記し、「②換気種類」〜「④換気機器名称」

は空欄とした。

図 2.2-7　主要室入力法による「様式 3–1.（換気）『換気対象室入力シート』」の入力例
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（2）．「様式 3–2.（換気）給排気送風機入力シート」

　主要室入力法による「様式 3–2.（換気）『給排気送風機入力シート』」の入力例を図 2.2-8

に示す。

　・図 2.2-7 に記した主要室の換気機器の仕様を標準入力法と同様に入力した。

　・非主要室区画については、入力する必要はない。

図 2.2-8　主要室入力法による「様式 3–2.（換気）『給排気送風機入力シート』」の入力例

（3）．「様式 3–3.（換気）換気代替空調機入力シート」

　主要室入力法による「様式 3–3.（換気）『換気代替空調機入力シート』」は、標準入力法によ

るものと同様である。入力例は省略する。
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2.2.6．事務所 2 の照明設備の入力シート

　主要室入力法による「様式 4.（照明）『照明入力シート』」の入力例を図 2.2-9 に示す。

　・主要室については、標準入力法と同様に入力した。

　・非主要室については、「①階」〜「①天井高」は図 2.2-1 の各階の「非主要室区画 _ 照明」

を転記し、「室指数　②室の間口」〜「制御による補正　⑭照度調整調光制御」は空欄とした。
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図 2.2-9　主要室入力法による「様式 4.（照明）『照明入力シート』」の入力例
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図 2.2-9　主要室入力法による「様式 4.（照明）『照明入力シート』」の入力例（続き）
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図 2.2-9　主要室入力法による「様式 4.（照明）『照明入力シート』」の入力例（続き）
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2.2.7．事務所 2 の給湯設備の入力シート

（1）．「様式 5–1.（給湯）給湯対象室入力シート」

　主要室入力法による「様式 5–1.（給湯）『給湯対象室入力シート』」の入力例を図 2.2-10 に

示す。事務所 2 の給湯設備については、すべての給湯計算対象室が主要室であるため、標準入

力法によるシートと同じである。
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図 2.2-10　主要室入力法による「様式 5–1.（給湯）『給湯対象室入力シート』」の入力例
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図 2.2-10　主要室入力法による「様式 5–1.（給湯）『給湯対象室入力シート』」の入力例（続き）
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図 2.2-10　主要室入力法による「様式 5–1.（給湯）『給湯対象室入力シート』」の入力例（続き）



88

（2）．様式 5–2.（給湯）給湯機器入力シート

　主要室入力法による「様式 5–2.（給湯）『給湯機器入力シート』」の入力例を図 2.2-11 に示

す。事務所 2 の給湯設備については、すべての給湯計算対象室が主要室であるため、標準入力

法によるシートと同じである。

図 2.2-11　主要室入力法による「様式 5–2.（給湯）『給湯機器入力シート』」の入力例




